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令和４年第３回東洋町議会定例会会議録 

招集場所   東洋町役場 議会議場 

開   会   令和４年９月６日（火） 午前９時００分宣告 

出席議員（８名） 議長 福島 登  君 副議長 西岡 尚宏 君 

１番 廣田 斎史 君 ２番   安岡 良仁 君  

３番 髙畠 俊彦 君 ４番   武山 裕一 君  

６番 今宮 裕明 君 ７番   田島 毅三夫 君 

欠席議員（１名） ５番 小野 正路 君 

 

地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため、会議に出席した者の職、氏名  

町長      松延 宏幸  君 

副町長       長﨑 正仁   君 

教育長          蛭子 浩久   君 

会計管理者    北川 晃彦  君 

総務課長     生松 克祐  君 

税務課長        田岡 いずみ 君 

住民課長        築地 仲音   君 

産業建設課長   小池 昭平   君 

教育次長        大坪 靖幸  君 

地域包括支援 

センター事務局長   近藤 真人  君 

総務課長補佐  堀川 歩 君 

税務課長補佐  奥村 忍 君 

住民課長補佐  田岡 伊織 君 

産業建設課長補佐  手島 憲作 君 

産業建設課長補佐  生田 憲一 君 

代表監査委員  弘田 賀䡄 君 

本会議に職務のため、出席した者の職、氏名 

議会事務局長      伊吹 真貴博  

事務局書記     廣田 知美 

 

議事日程 別紙のとおり 

議事のてんまつ 別紙のとおり 

会議録署名議員     ２番 安岡 良仁 君  ３番 髙畠 俊彦 君 
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令和４年第３回東洋町議会定例会議事日程  

 

（第 １ 号） 

 

令和４年９月６日（火） 午前９時開議 

 

 

［日程第１］ 会議録署名議員の指名 

 

［日程第２］ 会期の決定 

 

［日程第３］ 認定第１号 令和３年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定

について 

 

［日程第４］ 認定第２号 令和３年度東洋町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

 

［日程第５］ 認定第３号 令和３年度東洋町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

 

［日程第６］ 認定第４号 令和３年度東洋町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

［日程第７］ 認定第５号 令和３年度東洋町介護サービス事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

［日程第８］ 認定第６号 令和３年度東洋町下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

［日程第９］ 認定第７号 令和３年度東洋町簡易水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

［日程第１０］ 認定第８号 令和３年度東洋町観光施設事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 



３ 

 

［日程第１１］ 認定第９号 令和３年度東洋町後期高齢者医療保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について 

 

［日程第１２］ 議案第３７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

ことについて 

 

［日程第１３］ 議案第３８号 令和４年度東洋町一般会計補正予算（第２号）を定

めることについて 

 

［日程第１４］ 議案第３９号 令和４年度東洋町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）を定めることについて 

 

［日程第１５］ 議案第４０号 令和４年度東洋町介護保険事業特別会計補正予

算（第２号）を定めることについて 

 

［日程第１６］ 議案第４１号 財産の取得について 

［日程第１７］ 議案第４２号 高知県広域食肉センター事務組合規約の一部を変

更することについて 

 

［日程第１８］ 同意第１４号 東洋町教育委員会の委員の任命につき同意を求め

ることについて 

 

［日程第１９］ 報告第４号 令和３年度財政の健全化判断比率等の報告につい

て 
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令和４年第３回東洋町議会定例会 令和４年９月６日 火曜日 

 

議事のてんまつ 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福島 登 議長） 

おはようございます。 

ただいまの出席議員は８名であります。 

よって、定足数に達しております。 

 

会議に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症等の予防のた

め、東洋町議会では、皆さまにマスクの着用と手のアルコール消

毒をお願いしております。 

ご理解、ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

これより、令和４年第３回東洋町議会定例会を開会します。 

（開会時間：９時００分） 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり、会議録署名議員

の指名、会期の決定のほか、議案として、決算認定９件、条例１

件、補正予算３件、人事１件、その他３件の計１７件であります。 

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

小野正路君からケガの治療中のため、本日、欠席届が提出され

ております。 

まず、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、監査委

員から令和４年５月から７月分の例月出納検査の結果について、

不都合は認められないとの報告が提出されております。また、地

方自治法第１９９条第９項の規定により、令和４年７月実施の定

期監査の報告が提出されております。 
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町長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、令和３年度東洋町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳

入歳出決算、の審査意見書が提出されております。 

 

次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１

項の規定により、教育委員会から令和３年度東洋町教育委員会の

自己点検、評価シートが提出されております。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

日程に入る前に、町長から行政報告について、発言の申出があ

りましたので、これを許します。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

おはようございます。 

台風１１号の影響で悪天候となっておりますけれども、本日、

令和４年９月定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には

何かとご多用のところ、ご出席を賜り、誠に有り難うございます。 

現在、３年目となります新型コロナの感染が、第７波として本

県を含め全国で発症事例が過去最多を更新するなど、拡大が続い

ている情勢にあります。 

国は、社会経済活動の回復を重視し、行動制限をせずに、第７

波を乗り切ろうとしております。このような不透明な状況が続く

ということを再認識をいたしまして、コロナ禍の社会情勢に対応

していかなければなりません。 

国政におきましては、参議院議員選挙中の７月８日に、奈良市
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内におきまして、安部晋三元総理が凶弾に倒れるという、想像を

絶する極めて痛ましい事件が発生をいたしております。 

様々な議論もあるところでございますけれども、国葬は９月２

７日、日本武道館で開催されることが閣議決定をされておりま

す。安部元総理のご逝去を悼み、心より哀悼の意を表し、ご冥福

をお祈り申し上げるところでございます。 

また８月１０日には、内閣改造が実施され、第２次岸田政権が

発足いたしております。秋の臨時国会では、補正予算に注視をし

ているところでございますが、コロナ臨時交付金など、その内容

によっては、予算成立後に臨時会で対応することも想定をしてい

るところでございます。 

本定例会への提出案件でございますが、令和３年度の各会計決

算の認定案件９件、条例改正案１件、令和４年度補正予算案３件、

人事同意案件１件、報告事項１件、その他の件２件、合計１７件

となっております。委員会等でのご審議も含め、適切なご決定を

お願い申し上げます。 

それでは提案理由に先立ちまして、若干の行政報告をさせてい

ただきます。 

マイナンバーカードの交付率についてでございます。 

昨年９月１日にデジタル庁が発足し、１年が経過しておりま

す。マイナンバーカードの制度普及促進が最重要課題と位置づけ

られ、デジタル庁の令和５年度予算の概算要求では、制度普及促

進に前年度２倍超の９億円が計上されているようであります。更

に、政府では地方交付税への算定費目に交付率を反映させること

が検討されております。 

本町のマイナンバーカードの交付率でございますけれども、８
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月２８日現在では、６２.９％となっております。県下では、第

２位、７月末での全国での順位は、第５０位と高い交付率となっ

ております。 

担当職員の出前出張申請受付などの積極的な実施や、日頃から

の地道な申請サポートの取り組みなど、努力の効果が数字として

顕著に現れていると感じております。 

今後もＩＴシステムの整備等については、国の動向や財政支援

策を検討しながら、積極的に取り組んでまいりたいと考えている

ところでございます。 

４回目のワクチン接種状況についてでございます。 

本町では、４回目のワクチンの集団接種を７月９日から開始を

しているところでございます。接種対象者は、３回目の接種を完

了し、５ヶ月が経過した６０歳以上の方、または基礎疾患のある

１８歳から５９歳の方の集団接種を実施をいたしております。 

９月４日実施分を含めまして、被接種者は１０３２人、接種割

合は９５．２９％となっております。 

国は、秋には５回目の接種などの計画を検討しているようであ

りますけれども、現時点では、詳細はわかっておりませんので、

その経費につきましても、今後、専決での予算対応を含め、迅速

に対応してまいりたいと思っております。 

全住民を対象といたしました東洋町地域振興券の換金状況に

ついて、ご報告をいたします。令和４年度当初予算に２２０８万

円、６月補正には、２６８７万円を追加をいたしまして、合計で

４８９５万円分を発行いたしております。 

使用期限は１２月末と令和５年２月末までとしておりますが、

８月末日現在での町への換金率は、５５．３％となっております。 
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今後、国の９月補正予算の内容やその動向などを注視をいたし

まして、追加発行が可能かどうか検討してまいりたいと考えてお

ります。 

続きまして、県内国保の保険料水準の統一に向けましては、８

月２２日に、知事と市町村長会議が開催されまして、統一に向け

ての基本方針が、正式に合意確認されたところでございます。 

基本方針は、９項目から成り立っておりますけれども、主要な

内容といたしましては、令和６年度から６年間の経過措置期間を

設けたうえで、令和１２年度に保険料水準を統一する  

県は令和６年度から国保事業費の納付金が増加する市町村に

対しては、激変緩和措置を講ずる 

令和８年度を目処に取組の中間確認を行う、等となっておりま

す。医療費が高い本町といたしましても町独自での負担軽減策と

して基金を活用し、急激な保険料の引き上げとならないように対

応していきたい、と考えております。 

このため今回の補正予算には、国保会計で３１５０万円を確保

いたしまして、国保財政調整基金の本年度末残高を５千万円とし

ておく予算を計上しているところでございます。 

続きまして、遅れている四国東南部の高規格道路の整備に向け

ましては、防災対策、観光や産業振興対策としてはもちろんのこ

とでありますけれども、次世代へ繋ぐ必要不可欠なインフラ整備

であることも念頭に取り組んできたところでございます。 

７月２６日には、阿南市におきまして、令和４年度道路整備の

充実を求める四国東南部大会が連盟２１団体の参加で、３年ぶり

に開催されたところでございます。 

また、対面での要望活動では、現在もコロナ第７波の影響で人
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数制限を受けているところでございます。東南部連盟といたしま

しては、７月２０日に高松地方整備局に、また中央要望といたし

ましては、８月４日に国交省、財務省幹部に要望活動を行ってき

たところでございます。 

また、阿南安芸自動車道整備促進期成同盟会といたしましても

８月５日に、国交省、財務省幹部、県選出国会議員等に、３年ぶ

り単独での面会方式で、要望活動を実施いたしております。 

阿南安芸自動車道といたしましては、４年連続の区間事業化決

定をいただいておりまして、高知県側としましては、奈半利から

安田間の４㎞だけが残されている状況となっております。 

このことから、未事業化区間が存在する首長、徳島２名、高知

２名、会長１名で要望活動を実施したところでございます。 

概算要求時期の段階ではありますけれども、奈半利から安田間

につきましては、本年度中の事業化決定に期待をしているところ

でございます。 

８の字ネットワークの構築、国土強靱化対策には、今後も継続

しての予算が必要不可欠でありますので、秋、冬にかけての予算

獲得の要望活動には、各自治体間、一層の連携を強化して取り組

んでまいりたいと思っております。 

最後に、来春の統一地方選についてでございますが、町村の首

長選挙の日程は、令和５年４月２３日実施が想定されておりま

す。私の任期も半年余りとなっております。来年４月に任期満了

を迎えます、東洋町長選挙の４期目には出馬しない、という意向

でありますことをご報告を申し上げます。 

私自身の体調のこともございますけれども、多選の弊害という

ことも危惧されるところでございます。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会運営委員会委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

今は、三期目の残された期間の職責を全うすることに専念した

い、と考えております。 

以上、簡単でございますけれども、９月定例会での行政報告と

させていただきます。 

 

（福島 登 議長） 

町長の行政報告が終わりました。 

 

日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第１２６条の規定

により、２番安岡良仁君、並びに３番髙畠俊彦君を指名します。 

 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

議会運営委員会で検討されておりますので、委員長の報告を求

めます。髙畠議会運営委員長。 

 

（髙畠 俊彦 議会運営委員長） 

皆様、おはようございます。 

令和４年第３回定例会議会運営委員会の報告を行います。 

９月２日に、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並びに

運営等について協議いたしました。本定例会の会期は、本日６日

から、９月１３日、火曜日までの８日間とする。 

運営につきましては、本日の開会日に、提出者から提案理由の

説明を受け、本日６日の本会議散会後から、委員会及び議案審査

のための休会、１３日に再開し、審議、採決の後に一般質問を行
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議長 

 

 

 

 

 

う。 

議案質疑は一問一答方式の時間制とし、議案全体で質疑、討論

を合わせ１人３０分以内、答弁者も３０分以内とする。次に、一

般質問については、一問一答方式の時間制とし、質問全体で質問

時間を１人２０分以内とする。また、執行部の答弁時間も２０分

以内とする。なお、一般質問及び議案質疑については、議会会議

規則第６４条の２の規定により、反問権を行使することができ

る。また、反問権も制限時間に含めることとする。 

新型コロナウイルス感染症対策として、制限時間を短縮してお

ります。 

議案質疑の通告期限は、８日、木曜日、正午まで、一般質問の

通告期限も、８日、木曜日、正午までとする。 

なお、人事案件については、質疑、討論を省略し、直ちに審議、

採決とする。  

次に、刑事訴訟法の再審規定の改正を求める陳情、次に、中国

共産党による臓器収奪を非難し、人権状況の改善を求める陳情、

の２件を総務教育民生常任委員会へ付託をする。 

以上のように決定いたしました。 

これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（福島 登 議長） 

 議会運営委員長の報告が終わりました。ここでお諮りします。 

ただいまの委員長の報告のとおり、本定例会の会期は、本日か

ら９月１３日までの８日間としたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 
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異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日から９月１３日までの８日間と決定しま

した。 

 

日程第３、認定第１号、令和３年度東洋町一般会計歳入歳出決

算の認定についての件から、日程第１１、認定第９号、令和３年

度東洋町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてまでの９件を、この際、一括議題としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

直ちに、提出者の説明を求めます。松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

ご提案申し上げます。 

認定第１号から認定９号まで一括してご提案を申し上げます。

認定第１号、令和３年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査委

員の意見を付けて、議会の認定に付する。令和４年９月６日提出

でございます。 

続きまして認定第２号、令和３年度東洋町住宅新築資金等貸付

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３

条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。令和４年９月６日提出でございます。 

続きまして認定第３号、令和３年度東洋町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３
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項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に

付する。令和４年９月６日提出でございます。 

４ページでございます。認定第４号、令和３年度東洋町介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付する。令和４年９月６日提出でございます。 

続きまして認定第５号、令和３年度東洋町介護サービス事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３

項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に

付する。令和４年９月６日提出でございます。 

認定第６号、令和３年度東洋町下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、

別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付する。令和４年

９月６日提出でございます。 

続きまして認定第７号、令和３年度東洋町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項の

規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付す

る。令和４年９月６日提出でございます。 

続きまして８ページでございます。認定第８号、令和３年度東

洋町観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付

けて、議会の認定に付する。令和４年９月６日提出でございます。 

続きまして認定第９号、令和３年度東洋町後期高齢者医療保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３

条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の

認定に付する。令和４年９月６日提出でございます。 
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提案理由でございます。 

認定第１号から認定第９号については、一括してご報告を申し

上げます。 

一般会計では、収入済額は、４０億１１０万９千円、支出済額

は、３７億９１７３万２千円、歳入歳出差引、２億９３７万７千

円の黒字となっております。 

次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計では、収入済額は、２

７４１万円、支出済額は、１億８８９４万８千円、歳入歳出差引、

１億６１５３万８千円の赤字となっております。 

次に、国民健康保険事業特別会計では、収入済額は、４億７０

９６万円、支出済額は、４億７０６０万１千円、歳入歳出差引、

３５万９千円の黒字となっております。 

次に、介護保険事業特別会計では、収入済額は、５億８１２７

万９千円、支出済額は、５億３１８１万３千円、歳入歳出差引、

４９４６万６千円の黒字となっております。 

次に、介護サービス事業特別会計では、収入済額は、１２５０

万７９８０円、支出済額は、１２５０万７７６２円、歳入歳出差

引、２１８円の黒字となっております。 

次に、下水道事業特別会計では、収入済額は、１億２０８６万

９千円、支出済額は、１億２０６６万１千円、歳入歳出差引、２

０万８千円の黒字となっております。 

次に、簡易水道事業特別会計では、収入済額は、１億３３８３

万８千円、支出済額は、１億３３３１万５千円、歳入歳出差引、

５２万３千円の黒字となっております。 

次に、観光施設事業特別会計では、収入済額は、６１１０万９

千円、支出済額は、６０９０万２千円、歳入歳出差引、２０万７
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千円の黒字となっております。 

次に、後期高齢者医療保険事業特別会計では、収入済額は、４

６１６万２千円、支出済額は、４５７２万２千円、歳入歳出差引、

４４万円の黒字となっております。 

最後に、東洋町全会計では、収入済額は、５４億５５２４万４

千円、支出済額は、５３億５６２０万３千円、歳入歳出差引、９

９０４万１千円の黒字となっております。 

また、令和３年度東洋町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算

説明の主要施策成果報告書を添付しております。地方自治法第２

４１条第５項の規定による基金の運用状況については、決算書の

３８６ページから３９１ページに掲げておるところでございま

す。 

なお、決算の内容につきましては、総務課長が説明をいたしま

す。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

生松総務課長。 

 

（生松 克祐 総務課長） 

おはようございます。 

それでは私から、令和３年度東洋町決算報告資料にて、決算の

ご説明をさせていただきます。１ページをご覧ください。 

はじめにお断りとして、この資料において、ページの参照と記

載しているものにつきましては、この資料のグラフ、表並びに決

算書に掲載しておりますので、説明時もしくは後ほどご参照いた

だきますようお願い申し上げます。 
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それと、決算額につきましては、円単位まで記載しております

が、このご説明では、千円単位未満は省略させていただきます。

ご了承下さい。 

それでは、令和３年度東洋町歳入歳出決算、１．決算全体の状

況についてご説明させていただきます。 

①収入額全体は、５４億５５２４万４千円で、前年度比では、

２億１７７４万８千円の増額、率にしますと３．９９％増となっ

ております。 

うち、一般会計の収入済額は、４０億１１０万９千円で、前年

度比では、３億２７７５万６千円の増額、率にいたしますと８．

１９％増となっております。 

次に、特別会計全体の収入額は、１４億５４１３万４千円で、

前年度比では、１億１千万８千円の減額、率にいたしますと７．

５７％減となっております。 

続きまして、②支出額全体は、５３億５６２０万２千円で、前

年度比では、１億７２３０万８千円の増額、率にいたしますと３．

２２％増となっております。 

うち、一般会計の支出済額は、３７億９１７３万２千円で、前

年度比では、３億３０７５万７千円の増額、率にいたしますと８．

７２％増となっております。 

次に、特別会計全体の支出済額は、１５億６４４７万円で、前

年度比では、１億５８４４万９千円の減額、率にいたしますと１

０．１３％減となっております。 

続きまして、③全会計の翌年度繰越金は、２億９０６４万円で、

前年度比では、７億１５０３万５千円の減額、率にいたしますと

２４６．０２％減となっております。主な減額要因につきまして
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は、前年度の集落活動センター建設、地方創生臨時交付金、コロ

ナ、でございます。 

続きまして、④歳入歳出差引額は、９９０４万１千円で、うち、

一般会計歳入歳出差引額は、２億９３７万７千円でございます。 

２ページをご覧ください。 

⑤令和３年度経常収支比率でございます。 

人件費、扶助費などの経常的経費、それと町税、普通交付税な

どの経常的収入との比率で表す経常収支比率について、令和３年

度の決算においては、令和２年度の９３．３％から８６．５％と

６．８％減少しております。これは、前年度と比較しまして、普

通交付税の増加、それと人件費、扶助費、物件費の減少でござい

ます。 

続きまして、⑥令和３年度実質公債比率でございます。 

３ヶ年平均でみる、実質公債費比率においては、令和２年度１

２．７％から１２．２％と０．５％減少しております。これは、

国からの地方交付税の増加によるものでございます。 

６ページをご覧ください。 

２．一般会計決算の状況についてでございます。 

①令和３年度一般会計決算額を令和２年度と比較すると、収入

済は、３億２７７５万６千円の増額、支出済は、３億３０７５万

７千円の増額となっております。 

令和３年度の主な事業でございます。 

この主な事業の掲載につきましては、各科目ごとに列挙してお

りますが、時間の都合上、後ほどご覧いただき、決算審査時にご

説明、ご質問を承りたいと思っておりますので、ここでは割愛さ

せていただきます。 
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１０ページをご覧ください。 

②歳入の状況でございます。ここでは、各科目ごとに前年度と

比較して増減をお示ししており、また、増減額の右側にカッコ書

きで記載しております内容については、前年度と比較して、その

主要な要因を記載しております。ここでの説明は、主なもののみ

ご説明いたしますのでご了承下さい。 

まず、その中段にございます地方交付税は、２億８８万１千円

の増額。寄附金は、マイナス２１４７万１千円で、これはふるさ

と納税でございます。 

差引３億２７７５万６千円増加しております。 

１１ページをご覧下さい。 

③令和３年度の町債でございます。 

町債は、総額８億７７２万８千円で、その内訳は主に、ＤＭＶ

導入促進事業２８１０万円、甲浦地区集落活動センターなぎ建設

事業４億４３４０万円となっております。 

１２ページをご覧ください。 

④歳出の状況でございます。 

歳出増減の内容については、各科目の増減額及び主な内訳のみ

ご説明いたします。 

まず、議会費、４０５１万円で、前年度との比較では、８０万

２千円減少しております。 

次に、総務費、総額は、１３億５３４８万６千円で、前年度と

の比較では、３億６５７５万５千円の増額でございます。 

主な内訳は、総務管理費３億７３３４万５千円で、甲浦地区集

落活動センターなぎ建設事業でございます。 

次に、民生費、総額は、６億７８２８万４千円で、前年度との
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比較では、１億８７７８万８千円の減額でございます。 

主な内訳は、社会福祉費マイナス１億６７２４万７千円で、前

年度の特別定額給付金事業でございます。 

１３ページに続きます。 

次に、衛生費、総額は、２億１８４５万８千円で、前年度との

比較では、５０８４万５千円の増額でございます。 

主な内訳は、保健衛生費６４２５万３千円で、コロナワクチン

接種事業でございます。 

次に、農林水産業費、総額は、１億５９９１万３千円で、前年

度との比較では、４４６６万４千円の増額でございます。 

主な内訳は、林業費５９２８万１千円で、林道工事費でござい

ます。 

次に、商工費、総額は、３２７１万２千円で、前年度との比較

では、２２２万円の減額でございます。 

次に、土木費、総額は、３億５５５８万３千円で、前年度との

比較では、６２７６万１千円の増額でございます。 

主な内訳は、河川費３９８７万９千円で、河川海岸高潮対策負

担金でございます。 

１４ページに続きます。 

次に、消防費、総額は、２億５６８５万９千円で、前年度との

比較では、５８９７万５千円の減額でございます。 

主な内訳は、前年度の野根地区防災避難施設新築事業でござい

ます。 

次に、教育費、総額は、１億９８４４万６千円で、前年度との

比較では、３３０１万３千円の増額でございます。 

主な内訳は、教育総務費２５６４万７千円で、体育館改修事業



２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

でございます。 

次に、災害復旧費、総額は、６１４６万８千円で、前年度との

比較では、１２９万円の減額でございます。 

１５ページに続きます。 

次に、公債費、総額は、４億３６００万８千円で、前年度との

比較では、２４７９万７千円の増額でございます。 

続きまして、⑤基金の状況でございます。 

令和４年３月３１日現在ですが、基金の現金･有価証券の主な

残高は、財政調整基金１億３１７０万円、施設整備基金        

２億３２４２万９千円、減債基金１億９１７万５千円、地域福祉

基金４８６１万円、ふるさとづくり基金１億３２２７万７千円、

これはふるさと納税のことです。防災対策加速化基金３６００万

円、森林環境譲与税基金１４３４万６千円などで、合計７億８３

６４万４千円、前年度比では、１億４３６０万９千円増加してお

ります。 

１６ページをご覧ください。 

また、国保財政調整基金、介護給付費準備金、奨学基金、土地

開発基金、国民健康保険高額療養費貸付基金の状況は、決算書の

２５２、２８８、３８７ページから３９１ページを後ほどご参照

を願います。 

⑥町債の状況でございます。 

令 和 ３ 年 度 末 の 町 債 の 主 な 残 高 は 、 公 共 事 業 等 債      

２億５５０万円、緊急防災・減災事業債９億１６２２万８千円、

過疎対策事業債１９億７３５１万７千円、臨時財政対策債     

８億７８６１万８千円などで、総額４４億８０２１万５千円の残

高、前年度比では、３億８６７８万２千円増加しております。 



２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５ページをご覧ください。 

３．特別会計決算の状況でございます。 

特別会計全体の決算額について、収入済額では、１４億５４１

３万４千円、前年度比では、１億１千万８千円の減額、率にいた

しますと７．５７％減となっております。 

次に、支出済額では、１５億６４４７万円で、前年度比では、

１億５８４４万９千円の減額、率にいたしますと１０．１３％減

となっております。 

続きまして、各特別会計でございます。 

①住宅新築資金等貸付事業特別会計については、収入済額で

は、２７４０万９千円、前年度比では、２０８４万４千円の減額、

率にいたしますと７６．０５％減となっております。これは、県

補助金及び滞納整理で滞納額が減少したことによるものでござ

います。 

次に支出済額では、１億８８９４万８千円で、前年度比では、

４４５３万８千円の減額、率にいたしますと２３．５７％減とな

っております。 

歳入歳出差引では、マイナス１億６１５３万８千円の赤字決算

となっております。 

次に、②国民健康保険事業特別会計について、収入済額では、

４億７０９５万９千円で、前年度比では、６７４万７千円の減額、

率にいたしますと１．４３％減となっております。 

次に、支出済額では、４億７０６０万１千円で、前年度比では、

６５９万５千円の減額、率にいたしますと１．４％減となってお

ります。 

歳入歳出差引では、３５万８千円の黒字決算となっておりま
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す。 

２６ページをご覧ください。 

次に、③介護保険事業特別会計について、収入済額では、５億

８１２７万８千円で、前年度比では、２５９７万３千円の減額、

率にいたしますと４．４７％減となっております。 

次に、支出済額では、５億３１８１万２千円で、前年度比では、

５０９９万７千円の減額、率にいたしますと９．５９％減となっ

ております。 

歳入歳出差引では、４９４６万６千円の黒字決算となっており

ます。 

次に、④介護サービス事業特別会計について、収入済額では、

１２５０万７千円で、前年度比では、９０万７千円の減額、率に

いたしますと７．２５％減となっております。 

次に、支出済額では、１２５０万７千円で、前年度比では、９

０万７千円の減額、率にいたしますと７．２５％減となっており

ます。 

歳入歳出差引では、２１８円の黒字決算となっております。 

次に、⑤下水道事業特別会計について、収入済額では、１億２

０８６万８千円で、前年度比では、８０６８万４千円の減額、率

にいたしますと６６．７５％減となっております。 

次に、支出済額では、１億２０６６万円で、前年度比では、８

０７７万４千円の減額、率にいたしますと６６．９４％減となっ

ております。これは前年度の甲浦浄化センター設備更新事業によ

るものでございます。 

２７ページに続きます。 

歳入歳出差引では、２０万７千円の黒字決算となっておりま
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す。 

次に、⑥簡易水道事業特別会計について、収入済額では、１億

３３８３万７千円で、前年度比では、２８１３万８千円の増額、

率にいたしますと２１．０２％増となっております。 

次に、支出済額では１億３３３１万４千円で、前年度比では、

２８０９万６千円の増額、率にいたしますと２１．０８％増とな

っております。これは、生見地区耐震管路整備工事によるもので

ございます。 

歳入歳出差引では、５２万２千円の黒字決算となっておりま

す。 

次に、⑦観光施設事業特別会計について、収入済額では、６１

１０万９千円で、前年度比では、３３万３千円の増額、率にいた

しますと０．５５％増となっております。 

次に支出済額では、６０９０万２千円で、前年度比では、２２

万４千円の増額、率にいたしますと０．３７％増となっておりま

す。 

歳入歳出差引では、２０万７千円の黒字決算となっておりま

す。 

２８ページをご覧下さい。 

最後に、⑧後期高齢者医療保険事業特別会計について、収入済

額では、４６１６万２千円で、前年度比では、３３２万２千円の

減額、率にいたしますと７．２０％減となっております。 

支出済額では、４５７２万１千円で、前年度比では、２９５万

８千円の減額、率にいたしますと６．４７％減となっております。 

歳入歳出差引では、４４万円の黒字決算となっております。 

以上でございます。なお、グラフ及び表につきましては、後ほ
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どご参照下さい。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（福島 登 議長） 

以上で、一括議題とした提出案件の説明は、すべて終わりまし

た。 

ここでお諮りします。 

認定第１号、令和３年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついての件から、認定第９号、令和３年度東洋町後期高齢者医療

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの９件は、質

疑を省略し、議会委員会条例第５条の規定による、議長を除く７

人の委員で構成する、決算審査特別委員会を設置し、これに付託

して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、認定第１号から認定第９号までの９件は、質疑を省略

し、議長を除く７人の委員で構成する、決算審査特別委員会を設

置し、これに付託して、審査することに決定しました。 

暫時、休憩します。５分休憩します。 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：９時５６分） 

お諮りします。 

ただいま設置されました、決算審査特別委員会の委員の選任に

ついては、議会委員会条例第７条第４項の規定により、お手元に

配布した名簿のとおり、１番、廣田斎史君、２番、安岡良仁君、
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３番、高畠俊彦君、４番、武山裕一君、６番、今宮裕明君、７番、

田島毅三夫君、８番、西岡尚宏君、以上を指名したいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、決算審査特別委員会の委員は、名簿のとおり選任する

ことに決定しました。 

 

ただいま選任されました特別委員の方々は、次の休憩中に、委

員会を開催し、正副委員長の互選を行って下さい。場所は議員控

え室でお願いします。 

なお、初めての委員会でありますので、議会委員会条例第９条

第１項の規定により、ここに議長が口頭で招集の通知をします。 

また、正副委員長がおりませんので、議会委員会条例第９条第

２項の規定により、年長委員が臨時委員長として、正副委員長を

互選することになります。 

委員会の正副委員長が互選されましたら、配布します報告書に

記載の上、直ちに議長へ提出して下さい。 

ここで、１５分間、休憩します。再開は１０時１３分でお願い

します。（休憩時間：９時５７分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。（再開時間：１０時１３

分） 

決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選結果についてご

報告します。委員長、西岡尚宏君、副委員長、武山裕一君、以上

であります。 
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日程第１２、議案第３７号、職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正することについての件から､日程第１７､議案第４２

号、高知県広域食肉センター事務組合規約の一部を変更すること

についてまでの６件を、この際、一括議題としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

直ちに、提出者の説明を求めます。松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

議案第３７号でございます。職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正することについて、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定により、議会の議決を求める。令和４年９月６日提出でご

ざいます。 

提案理由でございます。昨年の人事院の意見申出によりまし

て、国家公務員に係る、妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援の

ために講じる措置、のうち、職員及び非常勤職員の育児休業の取

得要件の緩和などが講じられたことに伴いまして、本条例を改正

するものでございます。 

なお、内容につきましては、総務課長補佐が説明をいたします。 

 

続きまして、議案第３８号、令和４年度東洋町一般会計補正予

算、第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項

の規定により、議会の議決を求める。令和４年９月６日提出でご

ざいます。 
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提案理由でございます。歳入歳出それぞれ４億３８２９万２千

円を追加いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億２

９８６万２千円とするものでございます。 

歳入では、地方交付税、国庫及び県支出金、寄附金、繰越金、

諸収入、町債を計上いたしております。 

歳出では、財政調整基金等積立金、国保及び介護特別会計への

繰出金、建設事業につきましては角廻線他橋梁補修工事費、野根

小学校雨漏対策工事、甲浦公民館耐震補強改修工事、それと県工

事負担金につきましては、せいかつのみち整備事業及び野根海岸

高潮対策事業県工事負担金、災害では、小池地区農地災害復旧工

事などを計上いたしております。 

なお、内容につきましては、総務課長が説明をいたします。 

 

続きまして、議案第３９号、令和４年度東洋町国民健康保険事

業特別会計補正予算、第２号を定めることについて、地方自治法

第２１８条第１項の規定により、議会の議決を求める。令和４年

９月６日提出でございます。 

提案理由でございます。歳入歳出それぞれ３１６６万５千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５億５２４４万２千円と

するものでございます。歳入では、県支出金、繰入金を計上いた

しております。歳出では、システム改修委託料、国保財政調整基

金積立金を計上いたしております。 

なお、内容につきましては、住民課長が説明をいたします。 

 

１４ページでございます。 

議案第４０号、令和４年度東洋町介護保険事業特別会計補正予
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算、第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項

の規定により、議会の議決を求める。令和４年９月６日提出でご

ざいます。 

提案理由でございます。歳入歳出それぞれ５０７７万５千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ６億４３３万９千円とす

るものでございます。歳入では、県支出金、繰入金、繰越金を計

上いたしております。歳出では、介護給付費還付金、介護給付費

準備基金積立金を計上していたおります。 

なお、内容につきましては、地域包括支援センター事務局長が

説明をいたします。 

 

続きまして、議案第４１号、財産の取得について、地方自治法

第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を

求める。令和４年９月６日提出でございます。 

財産の名称は小型バス、取得の方法は見積入札（見積徴取）、

契約の金額は８３４万１０円となっております。契約相手方は四

国三菱ふそう販売株式会社となっております。納入期限は令和５

年２月２８日でございます。 

提案理由でございます。令和４年７月２１日に仮契約をしまし

た小型バスの購入につきましては、契約の予定価格が７００万円

を超えるため、同上の規定に基づき、議会の議決を求めるもので

ございます。 

なお、内容につきましては、地域包括支援センター事務局長が

説明をいたします。 
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続きまして、議案第４２号、高知県広域食肉センター事務組合

規約の一部を変更することについて、地方自治法第２９０条の規

定により、議会の議決を求める。令和４年９月６日提出でござい

ます。 

提案理由でございます。高知県食肉センター株式会社が令和５

年４月から新食肉センターによる、と畜事業が開始されることに

伴いまして、現在の高知県広域食肉センター事務組合の設立目的

や存立理由がなくなることから、特別地方公共団体としての法人

格を消滅させる必要があるため、規約を変更するものでございま

す。 

なお、内容につきましては、産業建設課長が説明をいたします。 

 

以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

堀川総務課長補佐。 

 

（堀川 歩 総務課長補佐） 

おはようございます。それでは、私の方から議案第３７号、職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正することについて、ご

説明いたします。 

議案関係資料１ページから６ページ、及び新旧対照文となりま

す。 

主な改正内容について、新旧対照文でご説明いたします。 

今回の改正は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改

正に伴いまして、非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和する等
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必要な改正をしようとするものでございます。 

改正内容が複雑でございますので、簡潔にご説明をさせていた

だきます。新旧対照表の１ページから２ページにかけて、第２条

第３号ア（ア）では、主に男性の非常勤職員について、現行は子

どもの１歳６ヶ月到達日までに、その任期が満了すること及び、

引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることが明らか

でない職員につきましては、育児休業を取得することができるこ

ととなっておりますが、子どもの出生後５７日以内に育児休業を

取得しようとする場合に、子どもの出生の日から５７日の期間の

末日から６月を経過する日までに、期間が短縮される改正となっ

ております。 

次に、５ページから８ページにかけて、第２条の３では、１歳

から１歳６か月に達する子どもについて、９ページから１１ペー

ジにかけて、第２条の４では、１歳６か月から２歳に達する子ど

もの、育児休業の取得要件についての緩和となります。これによ

り、育児休業の延長事由に該当した場合、１歳から１歳６か月、

１歳６か月から２歳の期間の途中での夫婦交代での取得が可能

となります。また、１歳以降の育児休業については分割を認めな

いこととしていることから、１歳以降及び 1 歳６か月以降の育児

休業につきましては取得回数を１回とすることを条文化してお

ります。 

次に１２ページをお開きください。 

現行では育児休業の取得回数は原則１回までとなっていると

ころ、育児休業法の改正により、特別の事情に関わらず、原則２

回まで育児休業を取得することができるようになることから、第

３条第５号による、育児休業等計画書により申し出た場合の再度
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総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

の育児休業の取得は、規則で定める特別な事情から削除となりま

す。 

この関係で５号以降の号をひとつずつ繰り上げております。 

次に１３ページをお開きください。 

第３条第７号では、再度の育児休業をすることができるものの

対象が非常勤職員に限られているところ、任期を定めて採用され

た職員も対象となる改正などとなっております。 

以上が、育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の主な

改正内容となっております。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（福島 登 議長） 

生松総務課長。 

 

（生松 克祐 総務課長） 

それでは私から、議案第３８号、令和４年度東洋町一般会計補

正予算、第２号を定めることについてご説明いたします。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

今回の補正では、歳入歳出それぞれ４億３８２９万２千円を追

加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ３４億２９８６万２千円と

するものでございます。 

４ページをお願いいたします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（福島 登 議長） 

ここで休憩します。再開は１１時２０分です。 
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地域包括支援セン

ター事務局長 

 

 

 

（休憩時間：１１時０８分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１１時２０分） 

築地住民課長。 

 

（築地 仲音 住民課長） 

私の方から、議案第３９号、令和４年度東洋町国民健康保険事

業特別会計補正予算、第２号を定めることについて、ご説明いた

します。 

予算書の１ページをお願いします。 

今回の補正案では、歳入歳出それぞれ３１６６万５千円を追加

し、予算総額を歳入歳出それぞれ５億５２４４万２千円としてお

ります。 

事項別明細書により説明させていただきます。７ページをお願

いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（福島 登 議長） 

近藤地域包括（支援）センター事務局長。 

 

（近藤 真人 地域包括支援センター事務局長） 

私から、議案第４０号、令和４年度東洋町介護保険事業特別会

計補正予算、第２号を定めることについてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ５０７７万５千円を追加し、

予算総額を歳入歳出それぞれ６億４３３万９千円とするもので、
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産業建設課長 

歳入では前年度精算分の一般会計繰入金や前年度からの繰越金

など、歳出では保険給付費等の返還金や準備基金積立金などを追

加するものとなっております。 

予算書の２ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

続きまして、議案第４１号、財産の取得についてご説明いたし

ます。 

お配りしております、議案第４１号資料、Ａ３、１枚ものです

が、これをご覧下さい。物品売買契約の締結でございます。 

 

契約の目的は、あったかふれあいセンター事業等の利用者送迎

用の小型バス購入でございます。現在使用しているバスの老朽化

による車両入れ替えでございます。 

契約の方法は、見積入札(徴取)による随意契約でございます。 

契約金額は、８３４万１０円で、その内消費税額が７５万４０

２６円でございます。 

契約の相手方は、高知市南ノ丸町３０番地２、四国三菱ふそう

販売株式会社、高知支店長、近藤健二氏でございます。 

納期は、令和４年２月２８日までを予定しております。  

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（福島 登 議長） 

小池産業建設課長。 

 

（小池 昭平 産業建設課長） 
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それでは私の方から、議案第４２号、高知県広域食肉センター

事務組合規約の一部を変更することについてご説明申し上げま

す。議案関係資料の７ページから８ページをご覧下さい。 

現在、高知県食肉センター株式会社が主体となって整備が進め

られております、新食肉センターが、令和５年４月に稼働開始予

定でありまして、高知県広域食肉センター事務組合の役割が終え

る事から、今後解散に向けて手続きを行って行く予定ですが、現

在の規約では解散を想定していないために、議案関係資料のとお

り、第１１条の次に、新たに、組合を解散することが出来る規定、

解散後の財産処分の方法に関する規定、解散後の事務継承に関す

る規定、解散後の決算審査と認定に関する規定、を追加する変更

があることから、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議

決を求めるものでございます。 

尚、詳細につきましては、お配りしてあります、議案関係資料

の７ページから８ページをご参照いただきますようお願いいた

します。 

以上でございます、ご審議のほど宜しくお願いいたします。 

 

（福島 登 議長） 

以上で、一括議題とした提出案件の説明が、すべて終わりまし

た。 

 

日程第１８、同意第１４号、東洋町教育委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについての件を議題とします。 

直ちに、提出者の説明を求めます。 

松延町長。 
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（松延 宏幸 町長） 

同意第１４号でございます。東洋町教育委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。 

令和４年９月６日提出でございます。 

住所は安芸郡東洋町大字甲浦２５番地２、氏名は大黒里絵氏で

ございます。生年月日は昭和５０年７月１日生まれとなっており

ます。任期は令和４年１２月５日から令和８年１２月４日となっ

ております。 

提案理由でございます。令和４年１２月４日付で、大黒教育委

員が任期満了となります。今回、引き続き大黒里絵氏を教育委員

会の委員に任命したいと存じます。なお、経歴書を添付しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

（福島 登 議長） 

提出者の説明が終わりました。 

本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決することに

ご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

 

これより、同意第１４号、東洋町教育委員会の委員の任命につ

き同意を求めることについての件を採決します。 

この採決は、無記名投票をもって行います。 

議場の閉鎖を命じます。（議場閉鎖） 
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ただいまの出席議員は７名であります。 

議会会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に６番、今

宮裕明君、並びに７番、田島毅三夫君を指名します。 

投票用紙を配布させます。（投票用紙配布） 

本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願い

ます。 

なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及

び賛否が明らかでない投票は、議会会議規則第８４条の規定によ

り、否とみなすことになっております。 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（なしとの声あり） 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。（投票箱点検） 

異常なしと認めます。 

これより投票に入ります。 

１番議員より、順次、投票願います。 

投票漏れはありませんか。 

（なしとの声あり） 

投票漏れなしと認めます。投票を終了します。 

開票を行います。 

６番、今宮裕明君、並びに７番、田島毅三夫君、立会いをお願

いします。 

投票の結果を報告します。 

投票総数７票、うち有効投票７票、無効投票０票であります。

有効投票中、賛成７票、反対０票。以上のとおりであります。 

よって、同意第１４号、東洋町教育委員会の委員の任命につき
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同意を求めることについての件は、同意することに決定しまし

た。 

議場の閉鎖を解きます。（議場閉鎖解除） 

 

日程第１９、報告第４号、令和３年度財政の健全化判断比率等

の報告についての、報告を求めます。 

松延町長。 

 

（松延 宏幸 町長） 

報告第４号、令和３年度財政の健全化判断比率等の報告につい

て、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び

第２２条第１項の規定により、ご報告申し上げます。 

毎年度、健全化判断比率等を監査委員の審査に付して議会に報

告しなければならない指標は下記のとおりでございます。 

実質赤字比率、連結実質赤字比率、共に該当はございません。

実質公債費比率は１２．２％となっております。将来負担比率は

６２．３％となっております。資金不足比率は該当はございませ

ん。以上でございます。 

 

（福島 登 議長） 

以上で、本日の議事日程は、すべて終了しました。 

ここでお諮りします。 

冒頭の議会運営委員長の報告のとおり、本会議散会後から休会

とし、審議、採決並びに一般質問のため、１３日午前９時から再

開したいと思いますが、これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 
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異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

本日は、これにて散会します。 

次の議会放送は１３日、午前９時から開始します。 

これにて議会放送を終了いたします。 

どうもお疲れさまでした。 

（散会時間：１１時３８分） 
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